
 

別紙 

 

フィリップ証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について 

 

１．勧告の内容 

関東財務局長がフィリップ証券株式会社（東京都中央区、代表取締役社長 下山 均

（しもやま ひとし）、資本金８００百万円、役職員１２４名、第一種金融商品取引業）

を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認めら

れたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金

融庁設置法第２０条第１項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。 

 

２．事実関係 

○投資信託の乗換えに関し顧客に対して重要事項を説明していない状況 

フィリップ証券株式会社（以下「当社」という。）においては、証券営業本部、コ

ンプライアンス部、各部店長及び各部店内部管理責任者が営業員に対する適切な指導

を行っておらず、また、コンプライアンス部による社内監査が有効に機能していない

ことにより、平成２１年４月１日から検査基準日（同２３年８月３０日）までの間の

投資信託の乗換勧誘２３４件のうち１８４件について、営業員が、解約する投資信託

の概算損益や取得する投資信託の手数料等が誤記載又は不記載となっている確認書に

基づき、顧客に対し、事実と異なる説明を行っている状況や説明を行っていない状況

が認められた。そのうち、概算損益の誤記載又は不記載は１８１件であり、金額の相

違が多額に及んでいる事例や損益が逆転している事例などが相当数認められた。 

 

当社における上記の状況は、金融商品取引法第４０条第２号の規定に基づく金融商

品取引業等に関する内閣府令第１２３条第１項第９号に規定する「投資信託受益証券

等の乗換えを勧誘するに際し、顧客に対して、当該乗換えに関する重要な事項につい

て説明を行っていない状況」に該当するものと認められる。 

以上 

 




